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９人の新規採用職員です。これからよろしくお願いします。

退
職
者
（
３
月
31
日
付　
課
長
級
以
上
）

新
規
採
用
者
（
４
月
１
日
付
）

▽
滝
ケ
﨑
め
ぐ
み
（
市
民
福
祉
部
こ
ど
も
福
祉
課
主
事
）

▽
石
田
恵
理
子
（
市
民
福
祉
部
健
康
増
進
課
技
手
）

▽
角
田　
勢
（
市
民
福
祉
部
総
合
窓
口
課
麻
生
総
合
窓
口
室
主
事
）

▽
高
桑
麻
衣
（
市
民
福
祉
部
総
合
窓
口
課
主
事
）

▽
松
下
貴
昭
（
建
設
部
道
路
維
持
課
主
事
）

▽
柏
葉
玲
奈
（
経
済
部
農
林
水
産
課
主
事
）

▽
谷
川
太
一
（
経
済
部
農
林
水
産
課
主
事
）

▽
羽
生
朝
未
（
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
主
事
）

▽
小
林　
歩
（
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
主
事
）

▽
総
務
部
長
・
小
沼
岩
雄

▽
経
済
部
長
・
箕
輪
克
弥

▽
会
計
管
理
者
（
兼
）
会
計
課
長
・
羽
生
和
弘

▽
議
会
事
務
局
長
・
池
畠
正
夫

▽
財
産
管
理
課
長
・
方
波
見
重
徳

▽
収
納
対
策
課
長
・
河
嶋
寛
次

▽
介
護
福
祉
課
長
・
平
野
義
明

▽
国
保
年
金
課
長
・
石
神
勝
徳

▽�

健
康
増
進
課
長
（
兼
）

　
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
・
駒
館
佳
子

新
規
採
用
職
員

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
　
主
事
　
羽
生 

朝
未

　
私
は
、
外
国
語
指
導
助
手
事
業
や
窓
口
文
書
の
収
受
、

教
育
振
興
補
助
事
業
等
の
業
務
に
従
事
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
は
、
子
ど
も
た
ち
の
未
来
を
つ
く
る
教
育

の
事
業
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
光
栄
に
思
い

ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
責
任
を
重
く
受
け
止
め

て
お
り
ま
す
。
先
輩
方
の
ご
指
導
の
も
と
、
各
学
校
と

も
う
ま
く
連
携
を
図
り
な
が
ら
事
業
を
進
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
職
員
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
皆
さ

ま
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
、
努
力
し
て
い
く
所
存
で
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

行
方
市
職
員
人
事
異
動
（
平
成
30
年
４
月
１
日
発
令
）

総
務
課　
人
事
グ
ル
ー
プ
（
麻
生
庁
舎
）
☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

課
長
級

部
長
級

▽
総
務
部
長
・
福
田
哲
也

▽
企
画
部
長
・
大
久
保
雅
司

▽
市
民
福
祉
部
長
（
兼
）
福
祉
事
務
所
長
・
宮
内
美
佐
夫

▽
経
済
部
長
・
平
山
信
一

▽
会
計
管
理
者
（
兼
）
会
計
課
長
・
大
内
由
美
子

▽
議
会
事
務
局
長
・
飯
田　
勉

▽
理
事
（
兼
）
秘
書
室
長
・
永
峰
英
明

【
総
務
部
】

　
▽
総
務
課
長
・
西
谷
浩
一

　
▽
収
納
対
策
課
長
・
金
田
景
行

【
企
画
部
】

　
▽
企
画
政
策
課
長
・
久
保
田
博

　
▽
情
報
政
策
課
長
・
髙
須
敏
美

【
市
民
福
祉
部
】

　
▽
こ
ど
も
福
祉
課
長
・
八
木
峰
男

　
▽
介
護
福
祉
課
長
・
永
作
賢
司

　
▽
国
保
年
金
課
長
・
宮
﨑
美
喜
代

　
▽
健
康
増
進
課
長
（
兼
）

　
　
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
・
磯
山
幸
子

　
▽
総
合
窓
口
課
長
・
土
子
範
行

【
建
設
部
】

　
▽
都
市
建
設
課
長
・
小
松
崎
実

　
▽
下
水
道
課
長
・
岡
田
和
之

【
経
済
部
】

　
▽
環
境
課
長
・
羽
生
宏
明

■
課
長
級
以
上
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　次のとおり、取り扱いが一部変更になります
のでお知らせします。

総合窓口課（室）の取り扱い業務の一部変更について
【問い合わせ】
　総合窓口課（玉造庁舎）　　☎０２９９－５５－０１１１
　麻生総合窓口室（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１
　北浦総合窓口室（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

変更内容 変更後 変更前

休日窓口の開設

毎週　土曜日のみ開設（平成 30年 7月から）
　場所：麻生庁舎
　開設時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分
　業務：証明書の発行
　　　　旅券の交付
　　　　戸籍届の受領　等
　　　　※個人番号カードの交付（最終土曜日）

毎週　土・日曜日（平成 30年 6月まで）
　場所：麻生庁舎
　開設時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分
　業務：証明書の発行
　　　　旅券の交付
　　　　戸籍届の受領　等
　　　　※個人番号カードの交付（最終日曜日）

福祉業務の取り扱い

新規の申請・相談等については、玉造庁舎の担
当課です。
※�軽微な手続き等については、麻生・北浦の総
合窓口室で対応しますので、事前に電話でご
確認ください。

玉造庁舎の福祉関係業務全般を対応

公図の写し どこの庁舎でも市内の公図が取得できます。
（平成 30年 4月～）

旧町の公図は旧町庁舎の総合窓口課（室）で
取得

網図・図根点の取り扱い 麻生庁舎　税務課で対応（平成 30年 4月～）
※対象：市内全地区 各庁舎の総合窓口課（室）で対応

※�平成 30年 7月以降は、日曜日の休日窓口を閉庁します。日中の戸籍届は、各庁舎の日直（シルバー
人材センター）がお預かりします。死亡届に伴う埋火葬許可証の申請（許可）は、土曜日のみの対応
となりますのでご注意ください。
　また、年末年始の対応等は、事前の広報等（11月予定）でお知らせします。
※�平成 29年 12月から、個人番号カードを利用して最寄りのコンビニエンスストアで住民票・印鑑証
明書・課税証明書が取得できる「コンビニ交付サービス」を開始しました。利用時間は午前 6時 30
分から午後 11時までです（年末年始を除く）。
　詳しくは、総合窓口課にお尋ねください。

　全国人権擁護委員連合会では、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、「全国一斉特設人権相談」
を実施しています。地元の人権擁護委員が、人権問題等でお困りの方々からの相談を受け付けます。
　秘密は守られますので、安心してご相談ください。
■期日　6月1日（金）
■時間　午前 10時～正午、午後 1時～午後 3時
■場所　麻生公民館・北浦公民館・玉造公民館
※相談料無料、事前予約不要。

「全国一斉特設人権相談」を実施します
【問い合わせ】総合窓口課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１
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　市では、各家庭から排出される生ごみの減量および資源の再利用の意識の高揚を図ることを目的に、生ごみ
を減量化し、堆肥化させる容器を購入する市民に対して、下記のとおり補助金を交付します。
＊購入した生ごみ処理機等の上限は次のとおりです（消費税を除き、100円未満は切り捨て）。

補助対象器 補助金額
コンポスト容器
土壌の表層に設置し、土中の微生物の活動を利用する等の方式によ
る生ごみ処理容器

１世帯につき２基まで（上限 3,000 円）
（ただし、基準額は購入費の 1/2 とする）

密閉型発酵容器
密閉型で、生ごみ発酵剤を使用する等の方式による生ごみ処理容器

１世帯につき２基まで（上限 2,000 円）
（ただし、基準額は購入費の 1/2 とする）

電動式生ごみ処理機
電動式で、細かく切り、乾燥式、バイオ式等の方法による生ごみ処
理容器

１世帯につき１基まで（上限 20,000 円）
（ただし、基準額は購入費の 1/2 とする）

○補助対象者条件　行方市に住民登録をしていて、かつ、居住しており、市税等を完納している方
○申請手順等　　　�生ごみ処理容器を購入後、領収書（ただし、商品名（コンポスト等）が明記されたもの）・

保証書のコピー（電動式生ごみ処理機のみ）・印鑑および補助金を振り込む金融機関の口
座番号等控えを持参の上、環境課までお申し込みください。

生ごみ処理容器購入費補助制度のお知らせ
【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

○補助金対象者（要件をすべて満たす者）
　１．行方市に住所を有し、居住している者であること
　２．市税等を完納している者であること
　３．獣医師において避妊、去勢手術を行う者であること
○補助対象動物
　１．補助対象者が飼育する犬・猫
　２．�犬については、補助対象年度に登録および狂犬病
　　　予防注射を受けていること
　３．補助対象動物は、生後３カ月以上であること
○補助金額
　▶避妊手術　犬・猫１頭　4,000 円
　▶去勢手術　犬・猫１頭　3,000 円
○申請手順等
　�犬の手術の申請の場合、申請者は、市に飼主として登録をして
いる方の名前で申請してください。また、（犬・猫ともに）申請者・
領収書宛名・振込口座名義は、すべて同じ方でお願いします。

■避妊・去勢手術の効果■
メスの場合
①発情がなくなる
②オスが集まってこない
③子どもが生まれない
④危険性がなくなる（犬）
⑤生殖器系の病気予防

オスの場合
①子どもを生ませなくなる
②無駄吠え・遠吠え防止（犬）
③異様な声で泣かなくなる（猫）
④縄張りを争ってケンカしなくなる
⑤室内にオシッコをかけて回らなくなる（猫）
⑥生殖器系の病気予防

犬・猫の避妊、去勢手術の補助金のご案内
【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

　市では、犬・猫の無秩序な繁殖を抑制し、周囲に対する危害、迷惑の防止を図り、動物愛護および管理に
ついて意識の高揚を図ることを目的として、補助金を交付します。
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〈キリトリ〉

４月１日から小児医療福祉制度（マル福）の対象を拡大しました
【問い合わせ】こども福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

　市では、小児を対象に単独マル福事業として、茨城県の助成対象とならなかった児童の
医療費の一部助成をしています。
　このたび、少子化対策・福祉の充実を図るため、４月１日から対象年齢を拡大すること
になりました。
■対象者　義務教育終了後から 18歳の誕生日後の最初の３月 31日まで
■手続きの方法　�該当となる方には個別に通知しましたので、ご確認ください。すでに、障害者・ひとり親

家庭でマル福受給者証をお持ちの方につきましては、引き続き現在の受給者証を使用でき
ますので、申請の必要はありません。

■助成の内容
　〇外来の場合は、一つの医療機関で１日 600円（600円未満の場合はその額）を月２回まで自己負担
　〇�入院の場合は、一つの医療機関で１日 300円、月 3,000 円までを自己負担し、それを超える分をマル
福で負担します。

　※薬局での自己負担はなく、全額をマル福で負担します。
　※�入院時の食事代や差額ベッド代、健康保険の対象とならない予防接種、薬の容器代・文書代などは対象
となりません。

　※�学校等での負傷は、学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先となります。
　※保険証が変更になった方は、必ず届出をお願いします。

■日　　時　　５月 20日（日）14：00キックオフ（11：00開場）
■開催試合　　J1リーグ　第 15節　　VS　ベガルタ仙台
■場　　所　　茨城県立カシマサッカースタジアム（鹿嶋市神向寺 26-2）
■引　　　　　換　　　　　券　　このページ下の引換券を切り取り、当日お持ちください（受付開始９：30～）。
■対　　　　　象　　　　　者　　行方市内在住、在勤および在学の方
　　※詳細は、今号 23ページの「鹿島アントラーズ」のコーナーをご覧ください。

５月 20 日（日）は、ホームタウンデイズ「行方の日」
【問い合わせ】アントラーズコールセンター☎０２９９－８２－５５５５（午前 10時～午後４時）
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行
政
相
談
委
員
は
「
め
ざ
そ
う　
住
み
よ

い　
ま
ち
づ
く
り
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
住

民
の
皆
さ
ま
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、

行
政
に
関
す
る
相
談
な
ど
を
受
け
付
け
、
そ

の
解
決
の
た
め
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
困
っ
て
い
る
こ

と
、
悩
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
、

無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。

■
日
時

　
５
月
16
日
（
水
）

　
　
午
後
１
時
～
午
後
３
時

○
麻
生
公
民
館　
第
２
集
会
室

　
☎
０
２
９
９
（
７
２
）
１
５
７
３

　
根
本　
憲　
行
政
相
談
委
員

○
北
浦
公
民
館　
講
義
室

　
☎
０
２
９
１
（
３
５
）
３
７
７
７

　
松
下
健
治　
行
政
相
談
委
員

○
玉
造
公
民
館　
談
話
室

　
☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
７
１

　
新
堀
文
江　
行
政
相
談
委
員

　
日
常
の
出
来
事
や
心
の
つ
ぶ
や
き
な
ど
を
、

言
葉
で
五
七
五
七
七
に
の
せ
て
狂
歌
を
作
って

み
ま
せ
ん
か
。

　
募
集
要
項
お
よ
び
応
募
用
紙
は
、
生
涯
学

習
課
（
北
浦
庁
舎
）
と
各
公
民
館
に
用
意
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
第
９
回
な
め
が
た
狂
歌
授
賞
句
】

○
茨
城
県
知
事
賞

　
「
若
者
が
減
っ
て
近
所
の
夏
ま
つ
り
別
の
祭

り
と
同
じ
担
ぎ
手
」

○
行
方
市
長
賞

　
「
筑
波
山
雲
の
帽
子
だ
雨
降
る
ぞ
婆
ち
ゃ
ん

得
意
気
気
象
予
報
士
」

■
応
募
期
間

　
５
月
15
日
（
火
）
～
６
月
29
日
（
金
）
当

日
消
印
有
効

※�

審
査
結
果
は
、
市
報
な
め
が
た
お
よ
び
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
発
表
し
ま
す
。
入
選

作
品
は
「
作
品
集
」
と
し
て
刊
行
し
、
入

選
者
に
は
無
料
配
布
し
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈キリトリ〉

行
政
相
談
の
お
知
ら
せ

秘
書
室
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

め
ざ
そ
う 

住
み
よ
い 

ま
ち
づ
く
り

第
10
回
な
め
が
た
狂
歌　
　
　

　
　
　

作

品

募

集

生
涯
学
習
課
（
北
浦
庁
舎
）

☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

　

茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
18
歳

以
上
の
知
的
障
害
者
を
対
象
に
、
巡
回
相
談

を
行
い
ま
す
。

　
療
育
手
帳
の
判
定
、
再
判
定
お
よ
び
相
談

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
の
申
し
込
み
が

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
茨
城
県
福
祉
相
談

セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
期
日

　
６
月
８
日
（
金
）

■
時
間

　
午
前
10
時
～
午
後
２
時
30
分

■
対
象

　

療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
18
歳
以
上
の
方
、

18
歳
以
上
で
療
育
手
帳
の
相
談
を
希
望
さ
れ

る
方

■
人
数　
６
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

■
場
所

　
行
方
市
玉
造
保
健
セ
ン
タ
ー

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
（
２
２
１
）
４
１
５
０

知
的
障
害
者
巡
回
相
談
の
お
知

ら
せ茨

城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
（
２
２
１
）
４
１
５
０
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平
成
31
年
４
月
採
用
の
試
験
を
、
前
期
と
後
期
の
２
回
実
施
し
ま
す
。
前
期
は
、
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

　
な
お
、
後
期
試
験
の
案
内
は
、
市
報
な
め
が
た
８
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

■
試
験
区
分
お
よ
び
採
用
予
定
人
員
（
学
歴
区
分
：
Ａ
大
学
卒
等　
Ｂ
短
大
・
高
校
卒
等
）

試
験
区
分

採
用
予
定

人　
　
員

学
歴
区
分

受
験
資
格

一
般
事
務

５
名
程
度

Ａ

昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）

を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
は
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
人

若
干
名

（
身
体
障
が

い
者
）

Ａ

昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）

を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
は
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
人
で
、
自
力
に
よ
り
通
勤
が
で
き
、
か
つ
、
介
護
者

な
し
に
事
務
職
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
が
可
能
な
人
で
、
次
の

（
１
）
～
（
３
）
の
す
べて
に
該
当
す
る
人

（
１
）
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

（
２
）�

通
常
の
勤
務
時
間
（
原
則
と
し
て
週
38
時
間
45
分
、

１
日
７
時
間
45
分
）
に
対
応
で
き
る
人

（
３
）
活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
る
人

保
健
師

若
干
名

Ａ

昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）

を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
は
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
人
で
、
保
健
師
の
資
格
を
取
得
し
た
人
、
ま
た
は

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
人

　

上
記
の
受
験
資
格
に
該
当
す
る
人
で

あ
っ
て
も
、
次
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

　
ア　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人

　
イ　
成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保
佐
人

　
ウ　

�

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
ま
た
は
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
人

　
エ　

�

本
市
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処

分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
２

年
を
経
過
し
て
い
な
い
人

　
オ　

�

日
本
国
憲
法
ま
た
は
そ
の
下
に
成

立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る

こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の

団
体
を
結
成
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
加

入
し
た
人

■
試
験
日

　
【
第
１
次
試
験
】

　
　

�

教
養
試
験
（
論
文
を
含
む
）・
職
場
適

応
性
検
査

　
　
７
月
22
日
（
日
）

▽
会
場　

�

北
浦
公
民
館
（
山
田
２
１
７
５
）

　
【
第
２
次
試
験
】

　
　
集
団
討
論
試
験
・
面
接
試
験

　
　
９
月
中
旬
予
定

■
受
付
期
間

　
５
月
１
日
（
火
）
～
５
月
31
日
（
木
）

■
申
込
書
の
請
求
方
法

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
所
定
の
用
紙
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
市
総
務
部
総
務
課
人
事

グ
ル
ー
プ
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に

（
職
員
採
用
試
験
申
込
書
請
求
）
と
朱
書
き

し
、
あ
て
先
を
明
記
し
て
１
２
０
円
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
角
２
サ
イ
ズ
）
を
必
ず

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、申
込
書
は
、北
浦
庁
舎
総
合
窓
口
室
、

玉
造
庁
舎
総
合
窓
口
課
に
も
配
置
し
て
あ
り

ま
す
。

■
資
料
請
求
・
問
い
合
わ
せ

　
行
方
市
総
務
部
総
務
課
人
事
グ
ル
ー
プ

　
〒
３
１
１�

‐�

３
８
９
２

　
行
方
市
麻
生
１
５
６
１
番
地
の
９

　
☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

※�

試
験
案
内
は
、
行
方
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.city.nam

egata.
ibaraki.jp/

）か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

平
成
31
年
４
月
採
用　
行
方
市
職
員
採
用
試
験
（
前
期
）

総
務
課　
人
事
グ
ル
ー
プ
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１
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平成 30年度行方市農業機械等導入補助金
　▶対象者
　　�農業所得の申告を行っている農業者、農業生産法人、
農事組合法人

　　※�本市に住所または本拠を有し、市税等の滞納がな
いことが条件

　▶対象経費
　　10万円を超える 1つの機械等の購入費
　　※消費税および地方消費税相当額を含まない額
　▶補助額
　　�補助対象経費に５％を乗じて得た額とし、10万円

が上限
　　　※補助金の交付は、同一年度中１回限り
　▶必要な書類
　　①領収書の写し
　　②農業機械等のカタログ
　　③販売証明書の写し（必要に応じて）
　▶補助対象外
　　�汎用性がある機械（農業以外に使用できるもの）や

家庭菜園用の機械等
　　（例）トラック類、発電機、刈払機、チェンソー等

平成 30年度わな猟免許取得費補助金
　▶対象者
　　本市に在住し、わな猟免許を新規に取得した者
　　※市税等の滞納がないことが条件
　　※猟友会に加入していることが条件
　▶対象経費
　　わな猟免許講習会受講料、狩猟免許試験申請費用
　▶必要な書類
　　狩猟免状、対象経費に係る領収書の写し

平成 30年度電気柵等設置費補助金
　▶対象者
　　�イノシシによる被害を受けるおそれのある農地に電気
柵または防護網を設置する者

　　※�本市に住所または本拠を有し、市税等の滞納がない
ことが条件

　▶対象経費
　　�イノシシ被害対策用の電気柵設備（本体および柵線等
資材）の新規購入費

　　　・対象経費の２分の１とし、３万円が上限
　　　※補助金の交付は、同一年度中１回限り
　　　※３者未満の申請の場合、上記と同額を上乗せ補助
　　　※�電気柵を３者以上の集団で設置した場合は、その

集団へ加算金１万円を交付
　　イノシシ被害対策用の防護網設備の新規購入費
　　　・対象経費の２分の１とし、１万円が上限
　▶必要な書類
　　①領収書の写し
　　②設置場所が分かる位置図
　　③設置した電気柵または防護網のカタログ

各種補助金について

　市では、イノシシによる農作物への被害を防止するため、猟友会に依頼して市内全域の山林等に「くくりわな」
を仕掛け、イノシシの捕獲を行っています。猟友会の皆さまには、日頃より多大なるご協力をいただき、心から
感謝申し上げます。
　わな付近には、注意標識等が設置されています。山林等への立ち入りについては、十分な注意をするようお願
いします。また、目撃や被害の情報は随時ご連絡いただけますようお願いいたします。
　近年、一般道や宅地周辺での目撃が増加しています。イノシシを目撃した場合には、目を合わせるなどイノシ
シを刺激したりしないよう注意し、すぐに安全な場所に退避してください。
　なお、わなの設置期間は、平成 30年５月中旬～平成 31年３月です。
　平成 29年度（平成 30年２月末現在）は、市内全域で約 120頭捕獲しました。

イノシシ情報！

農林水産課からのお知らせ
【問い合わせ】農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１
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【問い合わせ】　収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

税 金 のお知らせ

クレジットカードで
公金払いができます！

見　本

今月の税金
○固定資産税　　　第１期
○軽自動車税　　　全　期
　�納付期限（口座振替日）
は５月 31日です。
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JA なめがた正職員募集
仕事内容　金融・共済・販売・購買業務全般
募集対象　①平成 30年 8月採用
　　　　　②平成 31年 4月採用
応募期間　平成 30年 4月 2日（月）～ 5月 31 日（木）
　※応募資格・応募書類・選考方法等、
　　詳しくは、当ＪＡホームページ・電話等でご確認ください。

〈書類の提出・その他問い合わせ先〉

〒311-3832
行方市麻生 3346-25
なめがた農業協同組合
☎0299-72-1812
　　企画人事課
　　人事担当：河野

①平成 30年度
　8月採用正職員は
　こちら↓

②平成 31年度
　正職員は
　こちら↓

（仕事開始時期は
相談に応じます）

※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

　社会体育の振興や奨励を図るため、スポーツ大会に出場する団体または個人に対して市から補助金を交
付します。
①�補助対象となるスポーツ大会は、国、県、公益財団法人日本体育協会（属する専門部も含む）または公
益財団法人日本身体障害者スポーツ協会が主催し、市等の予選会を経て市代表として出場する県大会以
上の大会（�学校体育団体が主催する大会または学校活動の一環として開催される大会等を除きます）
②�補助対象者は、市内に住所を有する者および市内に勤務する者または市内に所在する団体で、大会要項等
に基づく大会の出場登録選手、監督、コーチ等に該当する者
③�補助対象経費は、対象者の大会出場に係る交通費、宿泊費、参加費等
※�申請については、教育委員会生涯学習課スポーツ推進室まで事前に必ずお問い合わせください。

行方市スポーツ大会出場補助金の交付について
【問い合わせ】生涯学習課スポーツ推進室（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

■公売日時　7月 3日（火）
■入札時間　午後１時 20分～午後２時（受付　午後０時 50分～）
■場　　所　茨城県水戸合同庁舎５階厚生室（水戸市柵町１丁目３番１号）
■対象不動産（売却区分番号 30-17）
　▶所在：行方市行戸字出戸 190番　外 8筆
　▶地目：畑・山林・原野　　　▶地積：計 14,672㎡
　▶見積価額：4,880,000 円　　▶公売保証金：490,000 円
　▶その他：�農地については「買受適格証明書」の提出を要します。手続き等については、行方市農業

委員会（北浦庁舎）へお問い合わせください。
【問い合わせ】茨城租税債権管理機構　☎０２９－２２５－１２２１　FAX０２９－２２５－１６００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL　http://www.ibaraki-sozei.jp/

茨城租税債権管理機構による不動産公売を行います


